
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2003－305016
(P2003－305016A)

(43)公開日 平成15年10月28日(2003.10.28)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �A�6�1�B  5/0402  

   � � � �   5/04    

   � � � �   5/0404  

   � � � �   5/0408  

   �H�0�4�B  7/26    

   �A�6�1�B  5/04    R

   � � � �           310 A

   � � � �           310 H

   � � � �           300 W

   �H�0�4�B  7/26    M

�4�C�0�2�7

�5�K�0�6�7

審査請求 未請求 請求項の数 6　ＯＬ（全 6 数）

(21)出願番号 特願2002－112790(P2002－112790)

(22)出願日 平成14年4月16日(2002.4.16)

(71)出願人 597007927

アドバンスドメディカル株式会社

神奈川県津久井郡藤野町名倉355番地1号

(72)発明者 彌永 秋彦

神奈川県津久井郡藤野町名倉355番地1号  

アドバンスドメディカル株式会社内

(74)代理人 100069073

弁理士 大貫 和保 (外1名)

Ｆターム（参考） 4C027 AA02 CC00 EE01 EE03 FF01

GG18 HH01 HH06 JJ03 KK01

KK03 KK05

5K067 AA21 BB04 BB21 BB27 DD11

DD51 EE02 EE35 FF02 FF32

(54)【発明の名称】 心電計

(57)【要約】
【課題】  被験者のイベント発生時に、容易に心電図波
形の測定が可能であると共に、それを表示且つ送信する
ことのできる心電計を提供する。
【解決手段】  この心電計は、被験者の胸部に保持され
ると共に電気回路が内設される本体ケースと、該本体ケ
ースの胸部側である裏面に設けられるコモン電極と、該
本体ケースから延出する少なくとも一対のアーム部と、
該一対のアーム部のそれぞれの先端部位に設けられる心
電図波形検出電極と、該心電図波形検出電極からの信号
に基づいて被験者の心電図波形を検出する心電図波形検
出手段と、該心電図波形検出手段によって検出された心
電図波形を表示する表示手段と、該心電図波形検出手段
によって検出された心電図波形を送信する送信手段と、
前記コモン電極及び心電図検出電極を胸部に接触させる
ように胸部側に押圧することによって心電図波形の検
出、表示及び送信を開始させるスイッチ部とによって構
成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  被験者の胸部に保持されると共に電気回
路が内設される本体ケースと、
該本体ケースの胸部側である裏面に設けられるコモン電
極と、
該本体ケースから延出する少なくとも一対のアーム部
と、
該一対のアーム部のそれぞれの先端部位に設けられる心
電図波形検出電極と、
該心電図波形検出電極からの信号に基づいて被験者の心
電図波形を検出する心電図波形検出手段と、
該心電図波形検出手段によって検出された心電図波形を
表示する表示手段と、
該心電図波形検出手段によって検出された心電図波形を
送信する送信手段と、
前記コモン電極及び心電図検出電極を胸部に接触させる
ように胸部側に押圧することによって心電図波形の検
出、表示及び送信を開始させるスイッチ部とによって構
成されることを特徴とする心電計。
【請求項２】  前記スイッチ手段は、前記本体ケース前
面に設けられた一対の押下スイッチによって構成され、
該押下スイッチの両方が同時に所定時間押下された時に
心電図波形の検出、表示及び送信を開始させることを特
徴とする請求項１記載の心電計。
【請求項３】  前記スイッチ手段は、それぞれの電極に
設けられた押下スイッチによって構成され、前記本体ケ
ースが人体側に押圧され、すべての押下スイッチが所定
時間押下された時に、心電図波形の検出、表示及び送信
を開始させることを特徴とする請求項１記載の心電計。
【請求項４】  前記電極は、ノンペースト電極であるこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の心
電計。
【請求項５】  前記本体ケースは、吊下手段によって首
から吊下されることを特徴とする請求項１～４のいずれ
か一つに記載の心電計。
【請求項６】  前記吊下手段は、着脱手段によって前記
本体ケースに対して着脱自在であることを特徴とする請
求項５記載の心電計。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】この発明は、被験者の胸部に
吊下等によって保持され、被験者に発作が行った場合
に、心電図を検出して、この心電図を表示、送信するこ
とのできる心電計に関する。
【０００２】
【従来の技術】心電計は、大分類すると、１２誘導心電
計と形態可能なホルター心電計に分類される。１２誘導
心電計は、医療機関の整理検査室等で使用されている大
型の心電計で、基本的には安静時の短期間の精密な心電
図が測定される。

2
【０００３】ホルター心電計は、携帯可能であることか
ら、２４時間連続して心電図波形を検出することができ
るため、安静時以外の日常生活における心電図波形をデ
ータとして得ることができる。しかしながら、測定デー
タのほとんどは正常なデータであるために、なかなか異
常心電図波形を捉えることができないという問題があっ
た。このため、胸部の圧迫感や痛み等（イベント）の発
生時に心電図を測定することのできるイベント式心電計
が多く商品化されている。
【０００４】
【発明が解決しようする課題】しかしながら、従来のイ
ベント型心電計は、いずれも単極誘導であり、被験者は
一方の電極を手に持ち、他方を胸部を開いて胸部にあて
て測定する必要があった。このことは、胸部に圧迫感が
ある場合や胸部に痛みがある場合には、大変わずらわし
い作業であり、特にイベントが発生した被験者が計測す
るには不可能に近い状態であった。
【０００５】以上のことから、本発明は、被験者のイベ
ント発生時に、容易に心電図波形の測定が可能であると
共に、それを表示且つ送信することのできる心電計を提
供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】しかしながら、この発明
は、被験者の胸部に保持されると共に電気回路が内設さ
れる本体ケースと、該本体ケースの胸部側である裏面に
設けられるコモン電極と、該本体ケースから延出する少
なくとも一対のアーム部と、該一対のアーム部のそれぞ
れの先端部位に設けられる心電図波形検出電極と、該心
電図波形検出電極からの信号に基づいて被験者の心電図
波形を検出する心電図波形検出手段と、該心電図波形検
出手段によって検出された心電図波形を表示する表示手
段と、該心電図波形検出手段によって検出された心電図
波形を送信する送信手段と、前記コモン電極及び心電図
検出電極を胸部に接触させるように胸部側に押圧するこ
とによって心電図波形の検出、表示及び送信を開始させ
るスイッチ手段とによって構成されることにある。
【０００７】したがって、この発明によれば、イベント
時に被験者が行う自然な動作、例えば胸部を抑える動作
と同様の動作によって、心電計を押圧することでスイッ
チ手段を作動させることができ、また胸部に接触した電
極によって心電図波形の検出を行うことができ、さらに
その測定結果を表示し送信することができるものであ
る。このため、簡単な動作で、イベント時の心電図波形
を検出することができるものである。
【０００８】また、前記スイッチ手段は、前記本体ケー
ス前面に設けられた一対の押下スイッチによって構成さ
れ、該押下スイッチの両方が同時に所定時間押下された
時に心電図波形の検出、表示及び送信を開始させること
が望ましい。さらにまた、前記スイッチ手段は、それぞ
れの電極に設けられた押下スイッチによって構成され、
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前記本体ケースが人体側に押圧され、すべての押下スイ
ッチが所定時間押下された時に、心電図波形の検出、表
示及び送信を開始させるものであっても良い。
【０００９】また、前記電極は、ノンペースト電極であ
ることが望ましい。このノンペースト電極は、炭素繊維
を含有した導電性の合成樹脂からなることが望ましく、
これによってペーストを塗布しなくても人体と十分な導
電性を確保できるものである。
【００１０】前記本体ケースは、吊下手段によって首か
ら吊下されることが望ましい。この吊下手段は、紐、鎖
等からなるストラップである。また、前記吊下手段は、
着脱手段によって、前記本体ケースに対して着脱自在で
あることが望ましい。これによって、吊下手段が被験者
の首に絡まることを防止することができる。具体的に
は、この着脱手段は、前記ストラップの両端に設けられ
たマグネットと、前記本体ケースの側部の所定の位置に
設けられた鉄、ステンレス等の磁性体からなる接着プレ
ートとによって構成されることが望ましい。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態につ
いて図面により説明する。
【００１２】図１（ａ），（ｂ）において、本願発明の
実施の形態に係る心電計の一例が示される。この心電計
１は、首からストラップ２によって吊下げられ、被験者
の胸部に保持される本体ケース３と、この本体ケース３
から両側方に延出する一対の電極アーム部４とによって
構成される。また、前記本体ケース３の人体側側面３ａ
にはコモン電極５が設けられ、前記電極アーム部４の先
端部分には心電図波形検出電極６が設けられる。一般
に、心電図波形検出電極６は、一方が＋電極で、他方が
－電極である。さらに、前記コモン電極５及び心電図波
形検出電極６は、通電性を有する合成樹脂、例えば炭素
繊維を含有する合成樹脂からなるノンペースト電極であ
る。また、前記本体ケース３の前面３ｂには、ＬＣＤパ
ネルからなる表示画面７と、一対の起動スイッチ８ａ，
８ｂと、スピーカーが設置される音声表示部９とが設け
られる。尚、この実施の形態において、音声表示部９
は、ブザーであるが、音声による通知、警報等を行うよ
うにしても良いものである。
【００１３】また、前記ストラップ２は、紐、鎖等から
なり、その先端部分には接着用のマグネット４０が設け
られており、図４（ｂ）で示されるケース本体３の側部
の所定の位置に設けられた鉄、ステンレス等の磁性体か
らなる接着プレート４１に前記マグネット４０が接着す
ることによって前記ケース本体３を被験者の胸部に保持
するようになっている。また、前記ストラップ３にある
程度以上の力が加わった場合、前記マグネット４０が接
着プレート４１から離脱するため、被験者の首吊り事故
等を防止することができるものである。
【００１４】前記本体ケース３の内部には、前記電極
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５，６によって検出された信号から心電図波形を検出
し、表示し、且つ送信するための電気回路１０が設けら
れる。この電気回路における処理の一例を示したブロッ
ク図を図２（ａ）に示す。
【００１５】このブロック図において、信号検出部１２
は、前記電極５，６間に生じた電流値の変化、電圧値の
変化、インピダンスの変化等に基づいてアナログの心電
図波形信号を検出する。ＡＤ変換部１４は、このアナロ
グの心電図波形信号を、演算部１６によって演算可能な
ようにデジタル信号に変換する。演算部１６は、図示し
ない中央演算処理装置（ＣＰＵ）、ランダムアクセルメ
モリ（ＲＡＭ）、読取専用メモリ（ＲＯＭ）、入出力ポ
ート（Ｉ／Ｏ）等から少なくとも構成され、所定のプロ
グラムに沿って入力信号を演算し且つ出力信号に変換す
ると共に、信号検出部１２、ＡＤ変換部１４、下記する
表示部１８、送信部２０を制御するものである。さら
に、この演算部１６において、心電図波形から脈拍数を
検出するようにしても良いものである。また、正常時
に、前記演算部１６によって演算されて求められた心電
図波形を記憶部２４に蓄積し、イベント時に求められた
心電図波形と比較して異常の有無、程度を演算できるよ
うにしても良いものである。
【００１６】さらに、スイッチ制御部（ＳＷ制御部）２
２は、前記起動スイッチ８ａ，８ｂと接続され、これら
の両方が所定時間、例えば５秒間投入されたことを判定
して演算部１６を起動し、各種制御を実行するものであ
る。
【００１７】さらにまた、表示部１８は、前記演算部１
６において演算された心電図波形を前記表示画面７に表
示するもので、心電図波形だけでなく脈拍数等を表示す
るようにしても良いものである。
【００１８】また、送信部２０は、前記演算部１６の指
示によって心電図波形を送信するものである。この実施
の形態では、被験者がペースメーカーを装着している場
合もあることから、微弱電波によって図２（ｂ）に示さ
れた携帯電話等の送信装置３０に装着された受信部３２
に一旦送信し、腰やバッグ内に保持された送信装置３０
から、あらためて監視センター、主治医のコンピュータ
等に送信される構成となっている。尚、その他の構成と
して、図示しない電池等の電源がある。
【００１９】以上の構成の電気回路１０で実行される制
御の一例を図３で示すステップ１００から開始されるフ
ローチャートに従って説明すると、まずステップ１１０
において、起動スイッチ８ａ（ＳＷ１）が押下されたか
否か（ＯＮ？）が判定され、ステップ１２０において、
起動スイッチ８ｂ（ＳＷ２）が押下されたか否か（ＯＮ
？）が判定される。この判定において、両方の起動スイ
ッチ８ａ，８ｂが同時に押下された場合のみ、ステップ
１３０に進み、ステップ１３０において、両方の起動ス
イッチ８ａ，８ｂが押下された状態がｔ秒間（例えば、
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５秒間）継続しているか否かの判定が行われる。
【００２０】以上のステップ１１０，１２０，１３０に
おいて、両方の起動スイッチ８ａ，８ｂがｔ秒間押下さ
れた場合にのみ、被験者が心電図波形の計測を希望して
いることが確認される。つまり、被験者にイベント（胸
部の痛み等）が発生し、被験者が心電計１を胸部に押圧
するように、本体ケース３上の起動スイッチ８ａ，８ｂ
を、例えば５秒間押さえる行為を為したと判定できるも
のである。
【００２１】これによって、次なるステップ１４０に進
んで、計測開始のブザーを鳴動させ、被験者に計測が開
始されることを知らしめる。この実施の形態では、ブザ
ー短音を２回鳴動させることで、計測の開始を被験者に
知らせる。そして、ステップ１５０に進んで、所定時間
（例えば、３０秒から３分）の間の心電図波形、又は心
電図波形と脈拍数を検出し、ステップ１６０に進んで計
測終了のブザーを鳴動させる。この場合、ブザー短音を
７回鳴動させることで、計測の終了を被験者に知らせ
る。
【００２２】そして、ステップ１７０に進んで、表示部
１８を介して測定波形を表示画面７に所定時間表示す
る。これによって、測定波形を被験者が確認したい場
合、胸部から心電計１を取り出して表示画面７を見るこ
とができる。また、イベント発生時に、看護者が被験者
の心電図波形を確認できる等の利点がある。
【００２３】そして、ステップ１８０に進んで、測定波
形を送信部２０を介して送信装置３０に送信する。これ
によって、監視センターや、主治医のところで、被験者
にイベントが発生したことを確認できると共に、このと
きの心電図波形を認識できるので、適切な処置が可能と
なるものである。
【００２４】以下、図４（ａ），（ｂ）において第２の
実施の形態に係る心電計を説明するが、前述した実施の
形態と同一の個所又は同一の効果を奏する個所には同一
の符号を付してその説明を省略する。
【００２５】第２の実施の形態に係る心電計１Ａは、電
極５Ａ，６Ａのそれぞれに起動スイッチが一体に装着さ
れる。つまり、本体ケース３Ａを人体側に押圧すること
によって電極５Ａ，６Ａが人体と接触して押圧され、こ
れによって電極５Ａ，６Ａが回路と接触して起動が開始
されるようになっているものである。これによって、電
極５Ａ，６Ａの構造が複雑になるものの、電極５Ａ，６*
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*Ａが人体と強く接触するように本体ケース３Ａを押さえ
ることによって自動的に起動スイッチが入るために、イ
ベント発生時の被験者の動作に制限がなくなるため、計
測が容易となるものである。
【００２６】また、この実施の形態では、起動スイッチ
を前記電極５Ａ，６Ａに一体に設けることによって、表
示画面７Ａを大きくすることができるという効果もあ
る。
【００２７】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、心電計をストラップ等によって首から吊下して胸部
に保持し、イベント発生時に胸部に保持された心電計を
胸部側に押圧することによって心電図波形が計測され
て、表示、送信されることから、被験者の自然な動作、
言い換えると特別な動作なしに、心電図波形の検出・表
示・送信が可能となるため、異常時の被験者の心電図波
形を正確に把握することができるものである。
【００２８】また、無駄な計測を省略できるので、電力
消費を削減することができ、電源としての電池の寿命を
延ばすことができる等の効果も有するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）は本願発明の第１の実施の形態に係る心
電計の正面図であり、（ｂ）はその背面図である。
【図２】（ａ）は本体ケースに収納される電気回路のブ
ロック構成図であり、（ｂ）は送信装置の一例を示した
ブロック口製図である。
【図３】前記電気回路の制御例を示したフローチャート
図である。
【図４】（ａ）は本願発明の第２の実施の形態に係る心
電計の正面図であり、（ｂ）はその側面図である。
【符号の説明】
１、１Ａ  心電計
２  ストラップ
３，３Ａ  本体ケース
４  電極アーム部
５，５Ａ，６，６Ａ  電極
７  表示画面
８ａ，８ｂ  起動スイッチ
９  音声表示部
１０  電気回路
４０  マグネット
４１  接着プレート
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